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熊本県告示第２０３号 
  家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、ブルセラ
病検査、結核病検査、ヨ－ネ病検査、馬伝染性貧血検査、ふそ病検査、ひな白痢検査及び
伝染性海綿状脳症検査を次のとおり実施する。 
    平成２１年３月１７日 

第１１７８９号 

平成 21 年 3 月 17 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 実施の目的 
   ブルセラ病、結核病、ヨ－ネ病、馬伝染性貧血、ふそ病及びひな白痢の発生とまん延 
 を防止するとともに、生産段階における伝達性海綿状脳症の発生状況等を把握し、畜産 
 の振興を図る。 
２ 実施する区域及び期日   

検査の種類 実施区 実  施  期  日 

 ブルセラ病検査、

結核病検査及びヨ

－ネ病検査 

  

 

 

 

 熊本市 

 〃 

 合志市 

 和水町 

 阿蘇市 

 〃 

 人吉市 

 相良村 

 平成21年 5月11日から平成21年 6月30日まで 

 平成21年 9月14日から平成21年10月30日まで 

 平成21年 5月11日から平成21年12月18日まで 

 平成21年 4月13日から平成21年 5月 1日まで 

 平成21年 5月 1日から平成21年 6月30日まで 

 平成21年10月 1日から平成21年11月30日まで 

 平成21年 6月 7日から平成21年 7月 2日まで 

 平成21年 9月 7日から平成21年10月 2日まで 

 馬伝染性貧血検査 

 

 

 熊本市 

 荒尾市 

 阿蘇市 

 高森町 

 西原村 

 南阿蘇村 

 あさぎり町 

 平成21年10月 1日から平成21年10月31日まで 

 平成21年11月 4日から平成21年11月27日まで 

 平成21年 4月 1日から平成21年11月 6日まで 

 平成21年 4月 1日から平成21年11月 6日まで 

 平成21年 4月 1日から平成21年11月 6日まで 

 平成21年 4月 1日から平成21年11月 6日まで 

 平成21年 7月27日から平成21年 7月31日まで 

 ふそ病検査 

 

 

 

 

 

 

 八代市 

 山鹿市 

 阿蘇市及び阿 

 蘇郡内全域   

 〃 

 錦町 

  〃 

 球磨村 

 平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで 

 平成21年 7月 6日から平成21年 8月 7日まで 

 平成21年 5月 1日から平成21年 6月30日まで 

  

 平成21年 9月 1日から平成21年11月28日まで 

 平成21年 4月20日から平成21年 4月24日まで 

 平成22年 3月 8日から平成22年 3月12日まで 

 平成21年 5月11日から平成21年 5月15日まで 

 ひな白痢検査  山鹿市       

 南関町 

 錦町 

 平成21年11月 2日から平成21年11月30日まで 

 平成21年11月 2日から平成21年11月30日まで 

 平成21年10月19日から平成21年10月23日まで 

 伝達性海綿状脳症 

 検査 

 県内全域  平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで 

３ 実施対象家畜の種類及び範囲 

検査の種類 範    囲 摘    要 

 ブルセラ病検査、

結核病検査及びヨ

ーネ病検査 

 実施区域内で飼養されている乳用 

 牛及び同居牛 

 馬伝染性貧血検   

 査 

 実施区域内で飼養されている馬 

 ふそ病検査  実施区域内で飼養され、転飼され  

るみつ蜂 

 ひな白痢検査  実施区域内で種卵を生産する目的  

で飼養されている鶏 

 伝達性海綿状脳症 

 検査 

 生前に中枢神経異常又は起立困難  

若しくは起立不能を呈している牛  

で家畜保健衛生所長が指示するも  

の及び牛海綿状脳症対策特別措置  

法第６条第１項の規定による届出  

の対象となる牛。ただし、同条第  

２項ただし書に該当する場合を除 

く。 

疾病その他の理由により家畜防

疫員が必要と認めたものについ

ては、検査を猶予することがあ

る。 
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  月齢又は推定年齢が満１２月以上  

で死亡しためん羊又は山羊。 

 

４ 検査の方法 
  (１)  ブルセラ病検査は、ブルセラ急速診断用菌液と血清による急速凝集反応法により 
      判定する。 
  (２)  結核病検査は、臨床検査及びツベルクリン皮内反応法により総合的に判定する。 
  (３)  ヨ－ネ病検査は、血清を用いた酵素免疫測定法により判定する。 
  (４)  馬伝染性貧血検査は、寒天ゲル内沈降反応法により判定する。 
  (５)  ひな白痢検査は、ひな白痢急速凝集反応法により判定する。 
  (６)  ふそ病検査は、蜂群について肉眼的及び塗抹標本を染色し、鏡検により細菌を検 
      査する。 
 (７)  牛における伝達性海綿状脳症検査は、酵素免疫測定法により判定する。めん羊又 
   は山羊においては、独立行政法人動物衛生研究所においてウエスタンブロット法に 
   より判定する。     
５ その他 
  (１)  手数料は、熊本県手数料条例（平成１２年熊本県条例第９号）に基づき徴収する。 
  (２)  天候その他やむを得ない理由がある時は、実施区域及び期日を変更することがあ 
   る。 

 
 
熊本県告示第２０４号 
 平成２０年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算は、平成２１年２月定例県議会に
おいて次のとおり議決されたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第
２項の規定により公表する。 
  平成２１年３月１７日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
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119,897

 

86,210
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熊本県告示第２０５号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林の所在場所 熊本県上天草市大矢野町中字小比羅７９５６番、７９６４番１ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐は、択伐による。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
天草地域振興局並びに上天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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熊本県告示第２０６号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により都市計画事業を
認可したので、同法第６２条第１項の規定により次のとおり告示する。 
  平成２１年３月１７日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 施行者の名称 八代市 
２  都市計画事業の種類及び名称  八代都市計画道路事業３・４・１１号西片西宮線 
３ 事業施行期間 平成２１年３月１７日から平成２７年３月３１日まで 
４ 事業地 収用の部分 八代市西片町字餅田、字下通丸及び字乙津地内 
            使用の部分  なし 

 
 
熊本県告示第２０７号 
 平成１３年４月１日熊本県告示第２７９号の１０（口頭による開示請求をすることがで
きる個人情報）の一部を次のように改正する。 
  平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
 表中 
「 

 

 

 

 

 

熊本県非常勤職員採用 

試験 

（熊本高等技術訓練校 

巡回就職支援指導員） 

１次試験不合格者に対し 

ては１次試験の合計得点 

及び合計順位、２次試験 

受験者に対しては総合得 

点及び総合順位 

合格発表の日 

から１月 

労働雇用総

室 

 

 

  を

 

                                      」 
「 

熊本県非常勤職員採用 

試験 

（熊本高等技術訓練校 

巡回就職支援指導員） 

１次試験不合格者に対し 

ては１次試験の合計得点 

及び合計順位、２次試験 

受験者に対しては総合得 

点及び総合順位 

合格発表の日 

から１月 

労働雇用総

室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県非常勤職員採用 

試験 

（熊本高等技術訓練校 

障がい者職業訓練トレ 

ーナー） 

受験者に対して総合得点 

及び総合順位 

合格発表の日 

から１月 

労働雇用総

室 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                      」 
に改める。 

 
 
熊本県告示第２０８号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年３月１７日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名 供 用 を 開 始 す る 区 間 延  長 

(メートル) 

備 考

主要地方道 熊本大津線 合志市豊岡字八丁杉 

    ２５０２番１９地先から 

同所 

    ２５０２番１６地先まで 

   59.8 緊道整

Ｂ 

郡浦網田線 宇土市下網田町字独地蔵 

    １５９４番３地先から 

同町字戸田 

    １７６１番１地先まで 

  136.0 単道改 一般県道 

柿原入佐線 上益城郡山都町下名連石字所野尾   122.0 単道改 



 平成 21 年 3月 17 日 火曜    熊 本 県 公 報          第１１７８９号 74 

    ９０４番２地先から 

同所 

    ９１３番２地先まで 

上益城郡山都町下名連石字口ノ切 

    ５０８２番３４地先から 

同所 

    ５０８２番７地先まで 

  146.0 

２ 供用を開始する期日 平成２１年３月１７日 
 

 
熊本県告示第２０９号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年３月１７日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名 供 用 を 開 始 す る 区 間 延  長 

(メートル) 

備 考

阿蘇郡産山村大字田尻字下田尻 

     １３６９番地先から 

同村大字田尻字天神本 

     １３４４番２地先まで 

  103.0 主要地方道 南小国波野

線 

阿蘇郡産山村大字田尻字天神本 

     １３５２番２地先から 

同所 

     １３５２番２地先まで 

   43.0 

単道改 

一般県道 小地野永谷

線 

阿蘇市波野大字波野字中大道 

     ３７６４番地先から 

同所 

     ３７６２番１地先まで 

   90.0 単道改 

一般県道 上椎葉湯前

線 

球磨郡水上村大字江代字平畑 

     １５９２番１７地先から 

同所 

     １５９９番２地先まで 

  112.0 単橋改 

２ 供用を開始する期日 平成２１年３月１９日 
 

 
熊本県告示第２１０号   
  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により都市計画事業の
事業計画の変更を認可したので、同法第６２条第１項の規定により次のとおり告示する。 
  平成２１年３月１７日 
                                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 施行者の名称  城南町 
２ 都市計画事業の種類及び名称  城南都市計画下水道事業 城南公共下水道 
３ 事業計画 
 (１) 収用の部分 
    変更なし。     
  (２) 使用の部分     
    平成５年熊本県告示第２３０号、平成９年熊本県告示第１４９号、平成１３年熊 
   本県告示第５６１号、平成１６年熊本県告示第７６６号の事業地のうち、大字下宮 
   地字外田、字中野町、大字島田字宮里において事業地を変更し、大字阿高字樋ノ口、

字穴町、字古川、字中日焼、大字東阿高字前田、大字下宮地字能無、大字六田字上
亀坂、字下亀坂、字能無、字長田、字大工免、字班町、大字島田字屋敷、字水洗を
加える。 

 (３) 事業施行期間 
      平成５年３月１７日から平成２７年３月３１日まで 
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熊本県告示第２１１号 
  障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により指定自立
支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので、同法第６９条の規定により公
示する。 
    平成２１年３月１７日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁  夫    
 （精神通院医療） 

医療機関の名称及び所在地 医療機関の開設者の名称、

主たる事務所の所在地及 

び代表者の氏名 

指定年月日 医療機関コード 

サン薬局 龍田店 

熊本市龍田一丁目１６番６ 

号 

有限会社 サンメディッ 

ク 

福岡県久留米市通町３６ 

２番地 

森 雅徳 

平成２１年

３月１日 

０１４６１５０

りんご調剤薬局 

熊本市八反田三丁目１８番 

１号 

南日本薬品 株式会社 

沖縄県那覇市三原一丁目 

２８番１５号 

吉田 龍介 

平成２１年

３月１日 

０１４７０７５

老人訪問看護ステーション 

ふれ愛 

熊本市戸島二丁目３番１５ 

号 

特定医療法人 成仁会 

熊本市戸島二丁目３番１ 

５号 

田上 洋行 

平成２１年

３月１日 

０１９００６２

 
 
熊本県告示第２１２号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年３月１７日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ヘルパーステーションサンビィラ 

ありあけ 

玉名市岩崎４１６番地１ 

株式会社Ｄ・Ｓ・Ｇ 平成２１年４月１日 

 
 
熊本県告示第２１３号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の９の規定により公示する。 
    平成２１年３月１７日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ヘルパーステーションサンビィラ 

ありあけ 

玉名市岩崎４１６番地１ 

株式会社Ｄ・Ｓ・Ｇ 平成２１年４月１日 

 
 
熊本県告示第２１４号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の
促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項
においてその例によるものとされた生活保護法第４９条の規定により指定医療機関を次の
とおり指定したので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及
び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例によるものとされ
た生活保護法第５５条の２の規定により告示する。 
  平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
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（歯科） 

医療機関名称 医療機関所在地 指定年月日 

いさみ歯科きららクリ

ニック 

鹿本郡植木町岩野２６６番地５ 平成２１年１月５

日 

はやし歯科医院 菊池郡大津町新２８９番地７ 平成２０年１２月

１２日 

内野玲歯科 上益城郡益城町宮園５３５番地７ 平成２１年１月６

日 
 
（薬局） 

医療機関名称 医療機関所在地 指定年月日 

きくちハート薬局 菊池市亘字堀木１１番６ 平成２１年１月２

１日 

八代みどり薬局 八代市永碇町１３１５番地１ 平成２１年１月１

日 

ひなぎく薬局 合志市幾久富１７５８番地１５０ 平成２０年１１月

１日 

トマト薬局 八代市北の丸町３番３２号 平成２１年１月１

日 
 

 
熊本県告示第２１５号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第４９条及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年
法律第３０号）第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条に
おいて準用する同法第４９条の規定により、施術者を次のとおり指定したので、生活保護
法第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関
する法律第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規
定により告示する。 
  平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（施術者〔柔道整復〕） 

施術所名称 施術者 施術所所在地 指定年月日 

荒井整骨院  荒井 弘幸 玉名市築地２１６ 平成２１年２月

５日 
 

 
熊本県告示第２１６号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰
国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第
４項においてその例によるものとされた生活保護法第５０条の２の規定により次の指定医
療機関から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑
な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例に
よるものとされた生活保護法第５５条の２の規定により告示する。  
  平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（医科） 

変 更 事 項 医療機関名称 

旧 新 

変更年月日 

所在地  万江病院 

人吉市二日町１１７ 人吉市瓦屋町字典子１

７１８番地１ 

平成２０年１１月

１日 

 
（薬局） 

変 更 事 項 医療機関名称 

旧 新 

変更年月日 
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所在地  吉富薬局 

水俣市陣内二丁目３番

１２号 

水俣市陣内一丁目４番

８号 

平成１５年９月１

日 

 
 
熊本県告示第２１７号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰
国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第
４項においてその例によるものとされた生活保護法第５０条の２の規定により次の指定医
療機関から事業の廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてそ
の例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規定により告示する。  
  平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（医科） 

医療機関名称 医療機関所在地 廃止年月日 

蓮田医院 八代市本町一丁目１番１３号  平成２０年１２月

 ２９日 
（薬局） 

医療機関名称 医療機関所在地 廃止年月日 

有限会社吉永薬局 玉名市中６５番地５  平成２０年８月３

 １日 

有限会社那須薬局 人吉市上青井町１４０  平成２０年１１月

 １日 

有限会社しらさぎ調剤

薬局 

八代市松崎町２６６番地４  平成２０年１２月

 １７日 

八代みどり薬局 八代市永碇町新地１３１５番地１  平成２０年１２月

 ３１日 

有限会社ひなぎく薬局 合志市幾久富１７５８番地１５０  平成２０年１１月

 １日 

トマト薬局 八代市北の丸町３番３２号  平成２０年１２月

 ３１日 
 

 
熊本県告示第２１８号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰
国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第
４項においてその例によるものとされた生活保護法第５０条の２の規定により次の指定医
療機関から事業の休止の届出があったので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてそ
の例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規定により告示する。  
  平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
（医科） 

医療機関名称 医療機関所在地 休止年月日 

大場医院 荒尾市下井手１８８  平成２０年１２月

 １日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第１２０号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 山鹿市鍋田１９２番地 
２ 築造者の氏名 株式会社エスケー不動産  

 公  告 
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３ 道路の位置 山鹿市古閑字白石の上１１３６番６ 
４ 道路の幅員 ６．００メートル 
５ 道路の延長 ４５．６２メートル 
６ 指定年月日 平成２１年２月２６日 
７ 指定番号 鹿本企調第３０号 

 
 
熊本県公告第１２１号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出及び添付書
類を縦覧に供する。 
平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地                                        

ロッキー山ノ神店 
熊本市山ノ神１丁目３３２９－１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名 
 又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

名称及び代表者氏名 住 所 

 株式会社ロッキー 

 代表取締役 竹下光伸 

 鹿本郡植木町大字植木１３３番の１ 

３ 大規模小売店舗の新設をする日 
平成２１年９月末 

４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 
  １，３２３平方メートル 
５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 
 (１) 駐車場の収容台数 
    ８７台 
 (２) 駐輪場の収容台数 

１８台 
  (３) 荷さばき施設の面積 

８４平方メートル 
 (４) 廃棄物等の保管施設の容量 

１８立方メートル 
６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 
 (１) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
    開店時刻 午前８時  閉店時刻 午後１０時 
 (２) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

午前７時３０分から午後１０時３０分まで 
 (３) 駐車場の自動車の出入口の数 

２箇所 
 (４) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

午前６時から午後６時まで 
７ 届出年月日 

平成２１年２月２７日 
８ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
  熊本県商工観光労働部商工政策課 
  平成２１年３月１７日から平成２１年７月１７日まで 

 
 
熊本県公告第１２２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年３月１７日 
                                                熊本県知事  蒲  島  郁  夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

合志市御代志字中明午１６６１番９３ 
５４０．７３平方メートル 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
菊池郡菊陽町大字津久礼４１０３番地２０ 
原 将士 

 
 
熊本県公告第１２３号 
 熊本市に事務所を置く高砂土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨の届出が
あったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により公



 平成 21 年 3月 17 日 火曜    熊 本 県 公 報          第１１７８９号 79 

告する。 
  平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事 蒲  島 郁 夫    

 役職名     氏   名    住  所 

 退任 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   監事 

   監事 

 就任 

  理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   監事 

   監事 

    

林田 素行 

木村 俊之 

出野  比佐雄 

藤本 陸奥雄 

砂原 敏男 

川上 清 

上村 義博 

藤本 次義 

森田 康義 

 

藤本 陸奥雄 

出野  比佐雄 

林田 素行 

宮崎 勝喜 

藤本 元久 

川上 清 

上村 義博 

藤本 次義 

森田 康義 

 

熊本市沖新町４７２８番地 

熊本市沖新町４７２０番地 

熊本市沖新町４７２２番地 

熊本市沖新町４７２６番地 

熊本市沖新町４７３０番地 

熊本市沖新町４９８９番地 

熊本市中島町２７２７番１ 

熊本市沖新町４８９２番地 

熊本市沖新町１１５番２ 

 

熊本市沖新町４７２６番地 

熊本市沖新町４７２２番地 

熊本市沖新町４７２８番地 

熊本市沖新町４７０８番地 

熊本市沖新町４７１３番地 

熊本市沖新町４８９８番地 

熊本市中島町２７２７番１ 

熊本市沖新町４８９２番地 

熊本市沖新町１１５番２ 

 
 
熊本県公告第１２４号 
 球磨郡多良木町に事務所を置く百太郎溝土地改良区の役員が次のとおり退任した旨の届
出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定によ
り公告する。 
  平成２１年３月１７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 役職名     氏   名    住  所 

 理事 

 理事 

  那須 末喜 

  椎葉 光信 

  球磨郡多良木町大字多良木１５１６番地の４ 

 球磨郡あさぎり町深田南４７７番地     
 

 
熊本県公告第１２５号   
  宇城市に事務所を置く豊野町土地改良区の役員が次のとおり退任した旨届出があったの
で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により公告する。 
  平成２１年３月１７日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

役職名    氏 名    住  所 

 理事  阿曽田 清  宇城市三角町波多２３６９番地 

 
 
熊本県公告第１２６号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年３月１７日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    菊池郡菊陽町大字津久礼字玄番道筋４１２７番及び同４１２８番 
    ３，７６５．７７平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   熊本市龍田町弓削１０８４番地２ 
    笠 ヨシ子 
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熊本県公安委員会告示第１号                                                    
 指定講習機関に関する規則（平成２年国家公安委員会規則第１号）第４条第１項の規定
により、指定講習機関から次のように変更の届出があったので、同条第２項の規定により
告示する。 
  平成２１年３月１７日                                                       
                     熊本県公安委員会委員長 松村 敏人   

名称、住所及 

び代表者の氏 

名 

特定講習の業務 

を行う事務所の 

名称及び所在地 

特定講習の 

種別 
変更事項 変更後の内容 変更年月日 

株式会社井上 

自動車学園 

熊本市良町五 

丁目25番８号 

井上 拓郎 

植木自動車学校 

鹿本郡植木町投 

刀塚320番地１ 

初心運転者 

講習 

名称 株式会社井上 

商事 

平成21年２ 

月３日    

 
 
熊本県公安委員会告示第２号 
  運転免許取得者教育の認定に関する規則（平成１２年国家公安委員会規則第４号）第７ 
条第１項の規定により、認定教育実施者から次のように変更の届出があったので、同条第
２項の規定により告示する。 
   平成２１年３月１７日 
                      熊本県公安委員会委員長 松村 敏人   

 名称、住所及び  

 代表者の氏名 

 使用する施設の名称 

 及び所在地 
変更事項 変更後の内容 変更年月日 

株式会社井上自動車 

学園 

熊本市良町五丁目25 

番８号 

井上 拓郎 

植木自動車学校 

鹿本郡植木町投刀塚 

320番地１ 

名称 株式会社井上 

商事 

平成21年２ 

月３日     

 
 
芦北地域保健医療推進協議会救急医療専門部会公告第１号 
 平成２０年度芦北地域保健医療推進協議会救急医療専門部会を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続きは、次のとおり。 

 登載依頼 

 有 明 海 自 動 車 航 送 船 組 合 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す

る 。 
  平 成 二 十 一 年 三 月 十 七 日 
                            有 明 海 自 動 車 航 送 船 組 合 
                            管 理 者 元 重  雅 博   
 

有 明 海 自 動 車 航 送 船 組 合 条 例 第 一 号 
   有 明 海 自 動 車 航 送 船 組 合 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 
 有 明 海 自 動 車 航 送 船 組 合 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 有 明 海 自 動 車 航 送 船 組

合 条 例 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 
 第 一 条 中 「 第 二 十 八 条 第 三 項 」 の 次 に 「 及 び 第 四 項 」 を 、 「 効 果 」 の 次 に 「 並 び に 失 職

の 例 外 」 を 加 え る 。 
 第 五 条 を 第 六 条 と し 、 第 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。 
 （ 失 職 の 例 外 ） 
 

第 五 条 任 命 権 者 は 、 公 務 遂 行 中 の 過 失 に よ る 事 故 に よ り 、 禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ

の 刑 の 執 行 を 猶 予 さ れ た 職 員 に つ い て 、 情 状 に よ り そ の 職 を 失 わ な い も の と す る こ と が

で き る 。 

２ 前 項 の 規 定 に よ り 、 そ の 職 を 失 わ な い も の と さ れ た 職 員 が 、 そ の 刑 の 執 行 猶 予 を 取 り

消 さ れ た と き は 、 そ の 取 消 し の 日 に そ の 職 を 失 う も の と す る 。 
   附 則 
 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

こ



 平成 21 年 3月 17 日 火曜    熊 本 県 公 報          第１１７８９号 81 

  平成２１年３月１７日 
                    熊本県水俣保健所長  末 永 英 士 
１ 開催日時 
  平成2１年３月26日（木）午後２時00分から午後２時50分まで 
２ 開催場所 
  熊本県水俣市八幡町２丁目２番13号 
  水俣保健所 ２階会議室 
３ 議題 
 （１）平成２０年度管内の救急活動状況について 
 （２）新型インフルエンザ医療体制に関する対応指針について 
 （３）その他 
４ 傍聴者定員 
  10人 
５ 傍聴手続 
 （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに当該会議の会場において受付のうえ、 
   事務局の指示に従い、会場に入ることができる。 
 （２）傍聴の手続は先着順に行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県水俣市八幡町２丁目２番13号 
    芦北地域保健医療推進協議会事務局 
  （熊本県水俣保健所総務企画課） 
    （電話 0966-63-4104） 

 
 
芦北地域保健医療推進協議会公告第１号 
 平成２０年度芦北地域保健医療推進協議会を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続きは、次のとおり。 
  平成２１年３月１７日 
                  熊本県水俣保健所長 末 永 英 士      
１ 開催日時 
  平成２１年３月２６日（木）午後３時から午後４時まで 
２ 開催場所 
  熊本県水俣市八幡町２丁目２番13号 
  水俣保健所 ２階会議室 
３ 議題 
 （１）第５次芦北地域保健医療計画の進捗状況について 
 （２）新型インフルエンザ医療体制に関する対応指針について 
 （３）その他 
４ 傍聴者定員 
  10人 
５ 傍聴手続 
 （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに当該会議の会場において受付のうえ、 
   事務局の指示に従い、会場に入ることができる。 
 （２）傍聴の手続は先着順に行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県水俣市八幡町２丁目２番13号 
    芦北地域保健医療推進協議会事務局 
  （熊本県水俣保健所総務企画課） 
    （電話 0966-63-4104） 

 
 
熊本県文化財保護審議会公告第１号 
 熊本県文化財保護審議会の会議を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおりである。 
  平成２１年３月１７日 
                                熊本県文化財保護審議会    
１ 開催日時 
  平成２１年３月２６日（木） 
  午前１０時００分から 
２ 開催場所 
    熊本県熊本市二の丸２ 
    熊本県立美術館 本館講堂 
３ 議題 
 （１）文化財の県指定等について 
 （２）その他 
４ 傍聴者の定員 
  ５人 
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５ 傍聴手続 
  会議開催１５分前に会議会場で先着順に受付を行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺６－１８－１ 
  熊本県教育庁文化課 
  （電話０９６－３３３－２７０５） 

 
 
熊本県野生鳥獣保護管理検討委員会公告第２号 
 平成２０年度熊本県野生鳥獣保護管理検討委員会（第２回）の会議を、次のとおり開催
する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおりとする。 
  平成２１年３月１７日 
              熊本県野生鳥獣保護管理検討委員会 
                                                  会長 西 岡 鐵 夫      
１ 開催日時 
  平成２１年３月２４日（火） 
  午前９時３０分から 
２ 開催場所 
  熊本県庁行政棟本館８階８０２会議室 
３ 議題 
（１）シカの保護管理について 
（２）サルの保護管理について 
（３）その他 
４ 傍聴人の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
（１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、委員会の会 
  長の許可を得たうえで、会議の会場に入ることができる。 
（２）傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県環境生活部自然保護課野生鳥獣班 
  （０９６－３３３－２２７５） 

 


